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マイナンバーカードで
スマートに手続き！

　カードがあれば区役所へ行かずに
　コンビニで住民票の写し等が簡単に入手可能！

　引っ越しで慌ただしい時も自宅で
　24時間スマートフォンから転出届！

２０２6年5月号　No．３60

お知らせ

お知らせ
城東区からみなさんに

5月12日は　　　　　　　　　  
“民生委員・児童委員の日”です
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け
た特別職の地方公務員です。住民の皆さんの身近な相
談相手として、常に皆さんの立場に立って相談に応じ、
行政や社会福祉協議会、学校などにつなぎ、課題が解決
するよう必要な支援をおこなっています。
　主任児童委員は、子どもや子育てに関する相談・援助
を専門に担当します。
　城東区では、206名（4月1日現在）の民生委員・児童委
員および主任児童委員が活動しています。民生委員・児
童委員および主任児童委員には守秘義務があり、秘密
は守られますので安心してご相談ください。
問合せ ： 城東区民生委員児童委員協議会事務局　　  

（1階■19 番窓口）
■☎ 06-6930-9052 ■FAX 050-3535-8688

令和８年経済センサス‐活動調査を
実施します
　全ての事業所および企業の経済活動を明らかにす
ることを目的に、事業所・企業を対象として、6月1日現
在で「令和8年経済センサス‐活動調査」を実施します。
　5月中旬以降に、顔写真付きの調査員証を携行した統
計調査員が訪問または郵送で調査票を配布します。
　回答は、インターネットをぜひご利用ください。この
ほか、郵送、後日調査員へ提出する回答方法があります。
問合せ ： 総務課（総合企画）　　

■☎ 06-6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

毎月21日は､城東区
「災害に備える日」です
　城東区は土地が低いため、洪水の被害を受けや
すい地形で、特に寝屋川流域の河川が氾濫した場
合、区全域が浸水する想定です。
　水害ハザードマップや想定浸水深表示板を確認
し、最大浸水深が自宅より高い位置にある場合は、
素早く避難できるよう近くの水害時避難ビル等、自
宅外の避難先や避難経路を確認しておきましょう。

問合せ：市民協働課(防災・防犯) 
 ■☎ 06-6930-9045  ■ FAX   050-3535-8685

密集市街地補助制度について
　大阪市では、密集市街地における古い住宅の解体・建
替え費用を補助する制度を実施しています。補助を受け
るためには、一定の要件を満たす必要があります。対象と
なるエリア、その他制度の詳細はホームページを
ご確認いただくかお問い合わせください。
問合せ ： 都市整備局 耐震・密集市街地整備受付窓口

■☎ 06-6882-7053 ■FAX 06-6882-0877

問合せ：窓口サービス課（住民情報）  ■☎ 06-6930-9146 ■ FAX   050-3535-8687

忘れていませんか？忘れていませんか？マイナンバーカードの更新手続きマイナンバーカードの更新手続き 電子証明書の
有効期限は5回目
の誕生日まで！

カードの有効期限はカード表面に印字されています。

5月の区役所
日曜開庁日の
お知らせ

窓口サービス課(住民情報・保険年金)の日曜開庁日は5月24日（日） 9：00～17：30です。一部取り扱えない業務があります
ので、詳しくはお問い合わせください。なお、選挙が執行される場合等、閉庁することがあります。区役所窓口のお呼び出し
状況は、区ホームページで確認できます。問合せ：■☎ 06-6930-9986  ■FAX  050-3535-8684

後期高齢者医療制度　　　　　　
令和8年度の保険料率改定について
　

※医療分の均等割額の軽減措置のうち7割軽減は、令和
　8年度は7.2割軽減となります。 　　　　　　　　　
※決定した保険料額は、7月にお知らせします。
問合せ ： 窓口サービス課（保険年金：保険）

 ■☎ 06-6930-9956  ■ FAX   050-3535-8687

64,931円
11.51％
85万円

医療分

被保険者均等割額
所得割率
賦課限度額

1,373円
0.24％
2.1万円

子ども・子育て
支援納付金分

トーチバーナーが原因の火災が
多数発生しています
　キャンプやバーベキューなど屋外でのレジャーが楽
しめる季節になりました。バーベキュー時の火起こし
やあぶり料理用調理器具として便利なガストーチバー
ナーですが、使用方法を誤ると非常に危険なので気を
付けて使用しましょう。
問合せ ： 城東消防署 

■☎ 06-6931-0119 ■FAX 06-6931-0072

軽自動車税の  納期限  は
6月1日（月）です

京橋市税事務所（軽自動車税）
 ■☎ 06-4801-2954 ■ FAX   06-4801-2871

市税の納期限のお知らせ

問
合
せ

令和８年度 市民税・府民税・森林
環境税の特別徴収税額決定通知
書を送付します
　5月中旬から事業主（会社等）を通じて、給与所得者
（従業員等）の方に送付します。
　なお、3月17日（火）以降に所得税または市民税・府民
税の申告をされ通知書に申告内容が反映されていない
方には７月以降に変更通知書を送付します。
問合せ ： 京橋市税事務所（個人市民税）

■☎ 06-4801-2953 ■FAX 06-4801-2871

JR野江駅西側を自転車放置禁止
区域に指定します
　6月1日から、JRおおさか東線「JR野江駅」西側を新た
に自転車放置禁止区域に指定します。禁止区域内の道
路や広場などに自転車・ミニバイク（50cc以下）を放置
した場合は、短時間であっても条例に基づき、即時撤去
します。
　自転車・ミニバイクは自転車駐車場（駐輪場）をご利
用ください。

問合せ ： 建設局中浜工営所
■☎ 06-6969-2656 ■FAX 06-6969-5846

令和8年度（令和7年分所得）の課税   
（所得）証明書の発行は6月1日（月）から
• 会社等にお勤めで市民税・府民税の全額が給与から
差し引き（特別徴収）される方は5月20日（水）から発
行できます（コンビニでの発行は6月1日（月）から）。
• 会社等からの給与支払報告書の提出や所得税または
市民税・府民税の申告がない場合などは発行できな
いことがあります。また、3月17日（火）以降に申告さ
れた場合は発行時期が遅れることがあります。
問合せ ： 京橋市税事務所（管理）

■☎ 06-4801-2948 ■FAX 06-4801-2905

国民健康保険のお知らせ
　大阪市国民健康保険では、30歳以上の方を対象に
「国保人間ドック」を実施しています。

　40歳以上の方が国保人間ドックを受診する場合は、
特定健診の「受診券」が必要です。
　そのほか、18歳以上の方を対象とした「国保プ
ラス健診」を実施しています（受診料1,800円）。
　詳しくは「受診券」に同封の「国保けんしんガイ
ド」または市ホームページをご覧ください。
問合せ ： 福祉局生活福祉部保険年金課（保健事業）

■☎ 06-6208-9876 ■FAX 06-6202-4156

対象者 受診料
30～39歳の方
40～74歳の方
令和9年3月末で

40、45、50、55、60、65歳の方 無 料

15,000円
10,000円

区民ギャラリー
出展グループ募集
対　象 ： 区内在住・在勤のアマチュア創作グループ

※詳しくは区ホームページに掲載の
　「城東区民ギャラリー運営要綱」をご覧ください。

作　品 ： 絵画、書、写真、手芸など

申込み ： 5月7日（木）9：30受付開始、10：00より抽選
※抽選終了後、空きがある場合は先着順

問合せ ： 区民センター
 ■☎ 06-6932-2000
　  jtcenter@wing.ocn.ne.jp

申込要
無　料

①6月26日（金）～7月 9日（木）
②7月10日（金）～23日（木）
③7月24日（金）～8月 6日（木）
④8月 7日（金）～20日（木）
⑤8月21日（金）～9月 3日（木）
⑥9月 4日（金）～17日（木）

①7月  3日（金）～30日（木）
②7月31日（金）～8月27日（木）
③8月28日（金）～9月24日（木）
※日程は変更される場合があります。

区役所ギャラリー

地下鉄ギャラリー
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その他
保健事業
については
こちら▼


